
◯ 低平地では、排⽔機場や排⽔路の整備により排⽔条件の改善や⽔⽥の乾⽥化が図られ、機械化営農
や多様な農業経営が実現。

◯ 排⽔施設は地域排⽔機能を発揮し、海抜ゼロメートル地帯の市街地等における有効な⼟地利⽤の確
保や、混住化が進展した地域における湛⽔被害の抑制にも貢献。
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１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑦農業排⽔の整備による効果（排⽔条件の改善）

○排⽔改良による穀倉地帯形成
① ⼤区画ほ場整備により機械化営農が展開
② ⻨、⼤⾖など新たな⽔⽥営農の展開
③ 湛⽔被害の解消と⽣活条件の改善

農地のみならず
市街地も守る排⽔機場

⼤区画ほ場における営農

越後平野（新潟県）における排⽔対策の事例

洪⽔時に神社へ避難胸まで沈む湛⽔⽥での⽥植え

○地区内排⽔による農業経営の近代化
① 地区内の機械排⽔の導⼊
② ⽔⽥の乾⽥化

機械排⽔の導⼊

新川河口
排水機場

田潟
排水機場 七穂排水機場

海水面 1.00m

最低地と最大 3.0m

○ 農業⽤排⽔機場が⽀える新潟市の⼟地利⽤

市街地の排⽔条件改善にも貢献

A B

○排⽔不良な低平地の営農
① 極めて厳しい労働条件
② 低い⽣産性
③ 頻発する湛⽔被害

昭和50年頃の⽔⽥



○ ⽔⽥や農業⽔利施設の有する多⾯的機能として⽥んぼダムや農業⽤ダムの⽔位調整等の取組を推進
することにより地域の防災・減災⼒の強化に貢献。

15１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果⑧⽔⽥及び農業⽔利施設の多⾯的機能（防災・減災効果）

⽥んぼダムを活⽤した多様な取組（⼭形県鶴岡市）

○ 豪⾬による⽔害等の対策として「⽥んぼダム」に着⽬し、
モデル的に取組を実施。

○ 取組により、⽔害対策への地域住⺠の理解が深まり、農家
組織と各集落の⾃主防災組織との連携による新たな防災管理
体制の構築のきっかけとなっている。

⽔⼾板設置状況 湛⽔状況

農業⽤ダムの洪⽔調節機能の強化

農業⽤⽔の確保等を⽬的に設置された農業⽤ダムの運⽤を⾒直すこ
とで、洪⽔調整可能容量を確保。

気候変動適応策としての活⽤

事前放流による洪⽔調節機能の強化

⽔害発⽣が予想される際に、農業⽤ダムへの流⼊予測に基づき、
あらかじめ必要な⽔位まで低下させることで、降⾬をダムに貯留し
下流域での洪⽔を防⽌・軽減することが可能。

常時満水位

通常管理
事前放流

（1～3日前）
上流域の
洪水発生

事前放流の開始

ダ
ム
貯
水
量

時間経過

事前放流による
洪水調節可能容量
（最大：日放流量×３日）



○ 農業⽤⽔は、かんがい⽤⽔としての利⽤のほか、環境⽤⽔、防⽕⽤⽔、消流雪⽤⽔など地域⽤⽔と
しての機能も発揮。
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１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑨農業⽤⽔の多⾯的機能（地域⽤⽔としての利⽤）

農業⽤⽔を活⽤した多様な取組（三重県多気町）

○ 冬期にも維持⽤⽔としての通⽔があり、年間を通して流⽔がある
ことから、⽕災時の消⽕⽤⽔や⼩⽔⼒発電としても活⽤。

○ ⽤⽔路をかんがい⽤⽔としてだけではなく、⽣活⽤⽔や親⽔空間
として活⽤。

防⽕⽤⽔として活⽤ ⼩⽔⼒発電としての活⽤

⽔⽥⿂道での⽣き物調査

環境⽤⽔通⽔後
（⽔質の改善・浄化）

環境⽤⽔通⽔前
（アオコの発⽣）

環境⽤⽔の確保により⽔質を改善（新潟県新潟市）

○ 新潟市では、⾮かんがい期時の通⽔量減少による⽔質悪化に対応す
るため、⽔質保全や⽣態系保全を⽬的とする環境⽤⽔の⽔利権を取得。

環境⽤⽔として活⽤
（親⽔空間の創出） 農業⽤⽔路を活⽤し消流雪⽤⽔を確保（⼭形県新庄市）

○ 新庄市では、⾮かんがい期に農業⽤⽔を取⽔していない揚⽔機場を
利⽤して、豪雪期の１⽉から２⽉末まで⽤⽔路に通⽔する⽔利権を取
得し、消流雪⽤⽔として活⽤。

⽤⽔路への排雪作業 消流雪⽤⽔の⽤⽔路への注⽔

⽤⽔路を題材とした学習



○ 基盤整備を契機として、⽣態系ネットワークの保全や良好な景観の保全・創出といった農村環境の
創造に資する取組が⾮農家を巻き込んで進展。

○ 新たな取組により、農村コミュニティの維持・向上のみならず、都市農村交流、農産物のブランド
化等地域の活性化に貢献。

17１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑩基盤整備を契機とした農村環境の創造

⽔⽥⿂道の設置を通じた取組（愛知県安城市）

⽔⽥⿂道での⽣き物調査⽔⽥⿂道の設置状況

⿂道設置⽔⽥での農業体験「どじょうの育み⽶」

○ ⽔⽥⿂道を設置した⽔⽥において、⽣物観察や農業体験など、
⼦どもが地域や農業への理解を深める活動を実施。

○ ⽔⽥⿂道を設置した⽔⽥で栽培した減農薬⽶を「どじょうの
育み⽶」として販売。

調整池の造成を契機とした地域づくり（栃⽊県市⾙町）

○ 調整池造成を契機に周辺景観との調
和を⽬指した、芝ざくら公園を造成。

○ 地元協議会が主体となり地域住⺠ボ
ランティアが参加した植栽や維持管理
の除草を実施するなど、地域コミュニ
ティの再構築を促進。

芝ざくら公園

地域住⺠による除草作業学⽣ボランティアによる植栽

芝ざくらまつりの様⼦



○ 儲かる農業の確⽴により、⼩学校の児童数も増加
・地区内の作付率が1.7倍、農業所得3.4倍に増加。

・関係⼩学校の児童数が40⼈（H24）→69⼈（R1）に増加。

○ 基盤整備の実施により⾼収益作物の⽣産拡⼤が図られ、農業所得も増加。
○ 新規就農者を含む後継者が育成され、地域活動の活発化等により、児童数も増加。

18

１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑪地域経済等への波及効果（⼈⼝増、児童数増）

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ

基盤整備を契機とした⾼収益作物の⽣産拡⼤と地域児童数の増加（⻑崎県雲仙市⼋⽃⽊地区）

＜農業所得（千円/⼈)＞

0

4,000

8,000

12,000

16,000

事業前 事業後

4,594

15,830

3.4倍
収穫機械の導⼊（⽩ネギ）

にんじんの作付拡⼤

0

20

40

60

80

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

2,960⼈

2,145⼈

0%

40%

80%

120%

160%

200%

事業前 事業後

＜作付率(%)＞

1.7倍

95%

162%

整備後の状況

【整備前】

・ 雲仙ブランド認定商品である「⼋⽃⽊⽩
葱」の産地であるものの、農地は狭⼩・不
整形でかん⽔施設もなく、⾮効率的な営農。

【整備後】

はっとぎ

・基盤整備（区画整理、畑地かんがい施設
の整備）の実施により⾼収益作物（⽩ネギ、
にんじん等）の⾯積拡⼤が図られ、更には
機械化による営農の省⼒化を実現。

整備前のほ場 ⼿作業による収穫

（単位︓⼈）
＜⼋⽃⽊⼩学校児童数推移＞ 69⼈

40⼈



◯ ⼟地改良事業の実施に当たっては、話し合い等による地域の合意形成が必要であり、そのプロセス
を通じて農村コミュニティ機能が維持・向上。

◯ さらに、⾮農家等を巻き込んだ新たな取組にも繋がり、⼟地改良事業を契機に個性的な地域活動が
発展（地域活性化）。

19１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑫農村コミュニティ機能の維持向上

〇 土地改良事業において、農村環境の創造に着手する際に農業者以外の多
様な人材が参画した地域及び、非農家を巻き込んだ新たな取組を行った地
域数は年々増加している。

○ 長野県安曇野市（安曇野地区）では、歴史的資産である拾ヶ堰の改修に当
たり、地域住民等のワークショップ等を開催し、従前の景観を十分に踏襲し
た景観配慮対策を実施。

○ 栃木県宇都宮市（西鬼怒川地区）では、ほ場整備の実施に際し、生態系の
保全に配慮した水路整備等を実施。整備された水路において、地域住民に
よる草刈りや環境教育等の地域活性化に向けた取組を実施。

住⺠参加による景観配慮対策（⻑野県安曇野市）

拾ヶ堰（整備後） 地域住⺠等のワークショップ

地域活性化に向けた取組（栃⽊県宇都宮市）

⽣態系の保全に配慮した⽔路の草刈り ⼩学⽣を対象とした⿂類観察会

139 144

212
273252 254

280
306

0

50

100

150

200

250

300

350

H28 H29 H30 R1

農業者以外の多様な人材が参画した地域数

地域の活性化に向けた取組を行った地域数（環境教育、農産物のブランド化、施設を活用したイベント・行事など）

█ 多様な⼈材の参画と⾮農家を巻き込んだ新たな取組を⾏った地域

資料︓農林⽔産省「⼟地改良⻑期計画実績把握調査」



◯ 多⾯的機能⽀払をきっかけとして、⼦供が参加する地域活動や地域での⾏事、イベントが活発に
なっている。

◯ 多⾯的機能⽀払に取り組んでいる集落の平均寄り合い回数は、取り組んでいない集落の1.6倍程度。
◯ 多⾯的機能⽀払制度は、地域資源の適切な保全のみならず、農村コミュニティ機能の維持・向上に

貢献。
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１ ⼟地改良事業の⽬的と果たしてきた役割
（５）⼟地改良事業の効果 ⑬農村コミュニティ機能の維持向上

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ（平成28年度調査）

49%

43%

19%

11%

6%

3%

9%

12%

11%

14%

11%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

子供が参加する地域活動

地域の行事やイベント

教育機関（小中学、大学等）との連携

女性を中心とした地域活動

都市と農村の交流

企業やNPO法人との連携

活発になった取組 今後活発になる見込みの取組

調査対象：1,409市町村

70%

29%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

地域コミュニティが活性化した

（コミュニケーション機会の増加等）

地域コミュニティには変化はなかった。

地域コミュニティが悪化した

その他

回答組織の割合

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ（平成30年度調査）調査対象：146組織

█ 多⾯的機能⽀払交付⾦による地域コミュニティの活性化

█ 多⾯的機能⽀払交付⾦の取組の有無による平均寄り合い開催回数の違い█ 多⾯的機能⽀払交付⾦をきっかけとして活発になった取組

8.8
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寄
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い
開

催
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数
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）

資料︓農林⽔産省「2015年農林業センサス」を基に農林⽔産省農村振興局作成

1.6倍



２ 農業・農村をめぐる情勢の変化



２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（１）少⼦⾼齢化・⼈⼝減少による農業者の減少と農村集落機能の低下

◯ ⽇本の総⼈⼝は、今後100年間で100年前の⽔準（6,000万⼈程度）に戻っていく可能性。この変化
は千年単位でみても類を⾒ない、極めて急激な減少。

資料︓国⼟庁「⽇本列島における⼈⼝分布の⻑期時系列分析」（1974年）
注︓1920年からは、総務省「国勢調査」、「⼈⼝推計年報」、「平成17年及び22年国勢調査結果による補間補正⼈⼝」、

国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝（平成29年推計）」により追加。

（年）

鎌
倉
幕
府
成
立

（1185年）

750万人程度

室
町
幕
府
成
立（1603年）

1,227万人（1338年）

818万人

江
戸
幕
府
成
立

（1716～45年）

3,128万人

享
保
改
革

（1868年）

3,330万人

明
治
維
新

(1945年)

7,199万人

終
戦

2030年
11,913万人

高齢化率 31.2%

2050年
10,192万人

高齢化率 37.7%

2100年（高位推計）
7,285万人

2100年（中位推計）
5,972万人

高齢化率 38.3%

2100年（低位推計）
4,906万人

2008年にピーク
12,808万人

高齢化率22.1%

12,806万人（2010年）（万人）

12,709万人（2015年）
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